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令和元年度 第３回 鳥栖市空家等対策協議会 

 

・日 時 ： 令和２年２月５日（水）１０：００ ～ １１：３０ 

・場 所 ： 鳥栖市役所 ２階 特別会議室 
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【 開催目的 】 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、本市の空家等に関する空き家 

対策の現状と課題、危険な空き家や管理がされていない空き家等への対応、施策 

及び課題解決へ向けた議論・意見交換を行い、危険な空き家の解体・除却、適正 

管理と利活用につなげ、地域の安全とまちづくりの活性化を図るため 

 

【 議  題 】 

  １ 空家等対策計画に基づく取り組みの経過について ・・・・資料１ 

         ～ 適正管理・除却・活用等 ～ 

２ 特定空家等への措置の経過及び勧告・命令について ・・・資料２ 

３ 特定空家等への相続財産管理人制度の活用の経過について 資料３ 

※ 協議会終了後、資料は回収いたします  
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令和元年（２０１９）度 空き家等対策スケジュール 

 

時 期 内   容 

  ４月 ～  

 

 

 

 

令和元年５月１日 ◆鳥栖市空家等対策協議会委員の委嘱（改選） 

７月 ２日 

 

７月１６日 

◆第１回鳥栖市空家等対策検討委員会及び協議会 

（１）空家等対策計画に基づく取り組みについて 

   ～ 適正管理・除却・活用等 ～ 

（２）特定空家等の認定・措置内容及び課題への対応について 

（３）特定空家等への相続財産管理人制度の活用について 

 ７月～ 

 

 

 

 

１０月２５日 

 

１１月 ５日 

◆第２回鳥栖市空家等対策検討委員会及び協議会 

（１）空家等対策計画に基づく取り組みの経過について 

（２）特定空家等への措置の経過について 

（３）特定空家等への相続財産管理人制度の活用の経過について  

令和２年１月 〔勧告空家等〕固定資産税の住宅用地の特例解除 

 １月２９日 

 ２月 ５日 

◆第３回鳥栖市空家等対策検討委員会及び協議会 

（１）空家等対策計画に基づく取り組みの経過について 

（２）特定空家等の措置の経過及び勧告・命令について 

（３）特定空家等への相続財産管理人制度の活用の経過について 

  ３月 ～ 
 

 

○特定空家等への措置及び命令の実施 

○相続財産管理人制度の活用の実施 

〇特定空家等の認定及び措置の実施 

○新規空き家等の所有者へ意向調査の実施 

○各種取組の実施・検討 

○空き家等の再調査及び新規空き家の調査の実施 

○相続財産管理人制度の活用の検討 

〇今年度の特定空家等の認定・措置内容の検討 


